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運輸業の発展を目的とした税制優遇措置

2015 年 9 月初旬、インドネシア政府は、現行規制の緩和または簡素化、法執行の強化およびビジネス環

境の確実性の保証を通じた経済活性化を目指す経済政策パッケージ・フェーズ I を公表しました。当該政

策パッケージは 17 の省庁による 134 の規則から成り、各規則は 2015 年 9 月から年末にかけて公布され

る予定です。

2015 年 9 月 17 日、政府は政策パッケージに含まれる規則の一つである 2015 年規則第 69 号（以下、

「政府規則第 69 号」）：『特定輸送手段の輸入・引渡し、並びに特定輸送手段に関連する課税サービスの

提供に対する付加価値税（VAT）の不徴収』を公布しました。

政府規則第 69 号では、特定輸送手段の輸入・引渡し、及びそれに関連するサービスに係る VAT 課税処

理について、実質的に VAT 免除（VAT-exempted）から VAT 不徴収（VAT not-collected）への変

更が行われ、当該分野の輸入者もしくは製造者は今後、インプット VAT（仮払 VAT、仕入 VAT）の相殺が

可能となります。これにより製造コストが削減され、インドネシア国内の運輸業の発展が期待されます。

政府規則第 69 号は 2015 年 10 月 17 日に効力を生じ、輸入者もしくは製造者は当該日またはそれ以降

に生じたインプット VAT の相殺を開始することができます。当優遇措置は暫定措置であり、3 年以内にそ

の有効性が評価される予定です。運輸業が十分に発展したとみなされれば、当優遇措置は不適用となる

場合があります。下記は、政府規則第 69 号にて規定される課税物品・サービスの一覧です。
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1. 特定輸送手段の輸入・引渡し:

a) インドネシア防衛省、インドネシア軍（TNI）およびインドネシア警察（POLRI）が使用する水中輸送手段、航空輸送

手段、鉄道およびこれらに関する交換部品

b) インドネシア国営の船会社、漁業会社、港湾運営会社、又は河川・湖沼管理会社およびフェリー事業者が各々の

事業活動に基づき使用する海洋船舶、湖川船舶、フェリー、水先案内船、タグボート、漁船、はしけ及びこれらに

関する交換部品、並びに舶用機器または安全設備

c) インドネシア国営の航空会社が使用する航空機およびこれに関する交換部品、並びに航空機器、安全設備およ

び修理・メンテナンス機器

d) インドネシア国営の鉄道会社（Badan Usaha Penyelenggara Sarana atau Prasarana Perkeretaapian

Umum）が使用する鉄道車両およびこれに関する交換部品、並びに修理、メンテナンスおよびインフラ整備用機器

2. 特定輸送手段に関連する課税サービスの提供:

a) インドネシア国営の船会社、漁業会社、港湾運営会社、又は河川管理会社、湖沼渡航事業者およびフェリー事業

者に提供される以下の全てのサービス:

 船舶リース

 港湾サービス（タグボート、水先案内、停泊および錨泊を含む）

 船舶管理またはドッキング

b) インドネシア国営の航空会社に提供される以下の全てのサービス:

 航空機リース

 航空機メンテナンスまたは修理

c) インドネシア国営の鉄道会社に提供される鉄道メンテナンスまたは修理

インプット VAT の相殺が可能となった今般の優遇措置導入に伴い、納税者はインプット VAT およびアウトプット VAT（仮

受 VAT、売上 VAT）の相殺控除を行う必要があります。

当優遇措置を適用して承認された VAT の相殺について、上記の輸送手段が不正使用された、または購入後 4 年以内に

第三者に譲渡された場合は関連 VAT の納付義務が生じます。当優遇措置、及び VAT 相殺が認められなかった場合の

納付手続きの詳細は個別の財務大臣規則にて別途規定される予定です。

タバコ製品に課せられる VAT に関するアップデート

2015 年 9 月 21 日、インドネシア財務大臣はタバコ製品に関する VAT の計算と徴収について規定する規則

No.174/PMK.03/2015（以下「PMK 第 174 号」）を公布しました。PMK 第 174 号は 2016 年 1 月 1 日から効力を生じ、同

様の内容を規定する従来の財務大臣令 No.62/KMK.03/2002（以下「KMK 第 62 号」）は廃止されます。

PMK 第 174 号にて規定される主な変更点は以下の通りです。

 輸入タバコ製品は、物品税の不徴収・免除の優遇措置が認められている場合でも VAT の課税対象となる。

 タバコ製品の VAT 税率は 8.7%となる（従来は 8.4%）。VAT 課税基準の詳細、及び VAT 納付義務が生じるタイミン

グについて、製造者または輸入者のレベルでのみ生じる 2 種類の引渡しのケースにより区別される（下記表参照）。
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通常引渡しのケース 贈答品引渡しのケース

課税基準 小売販売価格 o 小売販売価格から総利益を差し

引いた額

o 従業員への贈答および第三者へ

の贈答について今後は両者を区

別しない

課税事象、及び VAT インボイ

ス発行のタイミング

タバコ製品の Excise Bands の発注

時

引渡し時

小売販売価格はタバコ製品に関する物品税課税基準として算定される価格であり、現在は財務大臣規則

No.205/PMK.011/2014 にて規定されている。

 2016 年 1 月 1 日以前にタバコ製品の Excise Bands を発注した場合にかかる VAT 納付義務についは、依然として

KMK 第 62 号の規定に従うものとする。

PMK 第 174 号の実施細則は個別の国税総局長規則にて規定される予定です。
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